
〇福井県エコファーマーマーク使用要領（平成 24年４月１日策定）の一部改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

 （目的） 

第１条 この要領は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環

境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」（令和４年法律第 37号）第 19

条に規定する「環境負荷低減事業活動実施計画」のうち「福井県持続性の

高い農業生産方式の導入に関する指針」（平成 12年４月１日策定）に基づ

く生産方式の導入についてのもの（以下「エコファーマー実施計画」とい

う。）について、福井県知事（以下「知事」という。）の認定を受けた農業

者（以下「エコファーマー」という。）が、別紙１記載の商標登録第 4782968

号「エコファーマーマーク」（以下「マーク」という。）を使用するにあた

り、その適正な使用のために必要な事項等を定める。 

 

 （使用の届出） 

第２条 マークの使用を希望するエコファーマーは、マークの印刷等の前ま

でに、エコファーマー実施計画を提出した農林総合事務所または嶺南振興

局（以下「農林総合事務所等」という。）に届出書（様式第１号）を提出す

る。 

２ （略） 

 

 （使用の態様） 

第３条 （略） 

２ マークのデザイン、縦・横の比率および色は、別紙１および別紙２のと

おりとし、マークのデザイン、縦・横の比率については改変することはで

きない。ただし、包装容器等のデザイン上やむを得ない場合にはマークの

色についてのみ、単色に変更することができる。 

 （目的） 

第１条 この要領は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律

に基づき、たい肥等を使った土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減

を一体的に行なう持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画（以下、

「導入計画」という。）を福井県知事（以下、「知事」という。）に提出し認

定を受けた農業者（以下、「エコファーマー」という。）が、別紙１記載の

商標登録第 4782968号「エコファーマーマーク」（以下、「マーク」という。）

を使用するにあたり、その適正な使用のために必要な事項を定めるととも

に、もって別紙１記載のマークの権利者である各県が相互に協力すること

で適正な管理に努めることを目的とする。 

 

 （使用の届出） 

第２条 マークの使用を希望するエコファーマーは、マークの印刷等の前ま

でに、導入計画を提出した農林総合事務所または嶺南振興局（以下、「農林

総合事務所等」という。）に届出書（様式第１号）を提出する。 

 

２ （略） 

 

 （使用の態様） 

第３条 （略） 

２ マークのデザイン、縦・横の比率及び色は、別紙１のとおりとし、マー

クのデザイン、縦・横の比率については改変することはできない。ただし、

包装容器等のデザイン上やむを得ない場合にはマークの色についてのみ、

単色に変更することができる。 



３ 第１項のうち、シール、包装容器、包装箱、ポスター、チラシについて

は、エコファーマー実施計画に基づき生産された農産物および精米、荒茶、

そば等の通常加工された形態で流通している農産物加工品にのみ使用す

ることができる。 

４ 前項の場合、マークの近傍（容易に見つけることができる場所であり、

例えば、容器包装等の関係でやむを得ない場合は、包装箱の一面にマーク

を表示し、となりの面に説明をおくなど、マークのすぐ横以外も可能であ

る。）に下記の表記をしなければならない。 

（１）～（３） （略） 

５ マークは、スーパー等で販売するときに、農産物の販売促進ＰＲのため

に使用することができるが、消費者等に、店舗にあるすべての農産物がエ

コファーマーにより栽培されている、農産物の品質が保証されている等の

誤解を与えないよう十分に注意して使用するものとする。 

６ マークは視認性を損なう大きさ、色や柄の上、煩雑な文章や要素の近く

で使用することはできない。 

 

 （エコファーマー推進用マーク） 

第４条 エコファーマー制度の普及・推進しようとする者は、マーク近傍に

「福井県は環境にやさしい農業推進中」の文字を表記したマーク（以下「推

進用マーク」という。）を使用することができる。 

２ 推進用マークを、農産物および農産物加工品に添付してはならない。ま

た、消費者等に農産物がエコファーマーにより栽培されている、農産物の品質

が保証されている等の誤解を与えないよう十分に注意して使用するものと

する。 

３ 市町および農業者の組織する団体が、推進用マークを使用する場合は、

届出書の提出および使用状況の報告書を必要としない。 

３ 第１項のうち、シール、包装容器、包装箱、ポスター、チラシについて

は、導入計画に基づき生産された農産物にのみ使用することができる。 

 

 

４ 前項の場合、マーク近傍に下記の表記をしなければならない。 

 

 

 

（１）～（３） （略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 （エコファーマー推進用マークの表記方法） 

５ エコファーマー制度の普及・推進に使用する場合のマークの表記等につ

いては、別途使用要領の運用に定める。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 



４ 上記以外のものが推進用マークを使用する場合は、第２条および第７条

に基づく届出書と使用状況の報告書を流通販売課に提出する。 

 

 （マークの使用期間） 

第５条 マークの使用期間は、認定を受けたエコファーマー実施計画に記載

した実施期間の範囲内とする。 

 

 （マークおよび推進用マークの使用料） 

第６条 マークおよび推進用マークの使用料は、無料とする。 

 

第７条 （略） 

 

 （県の指導） 

第８条 知事は、マークおよび推進用マークが適切に使用されるようマーク

および推進用マークの使用者に対して指導を行うものとする。 

２ 知事は、前項の指導のため、マークおよび推進用マークの使用者に対し

て必要な報告を求め、現地調査を行うことができる。 

 

 （使用の禁止） 

第９条 知事は、マークおよび推進用マークの使用者に対して、次の事項に

該当した場合には、マークおよび推進用マークの使用を禁止させることが

できる。 

（１）本要領に定める事項に違反し、不適切なマークおよび推進用マークの

使用・表示が認められる場合 

（２）第７条に基づく使用状況報告書が提出されない場合 

（３）その他、マークおよび推進用マークの信頼性を損ねる行為が認められ

（新設） 

 

 

 （マークの使用期間） 

第４条 マークの使用期間は、導入計画の認定を受けている期間の範囲内と

する。 

 

 （マークの使用料） 

第５条 マークの使用料は、無料とする。 

 

第６条 （略） 

 

 （県の指導） 

第７条 知事は、マークが適切に使用されるようマークの使用者に対して指

導を行なうものとする。 

２ 知事は、前項の指導のため、マークの使用者に対して必要な報告を求め、

現地調査を行なうことができる。 

 

 （使用の禁止） 

第８条 知事は、マークの使用者に対して、次の事項に該当した場合には、

マークの使用を禁止させることができる。 

 

（１）本要領に定める事項に違反し、不適切なマークの使用・表示が認めら

れる場合 

（２）第６条に基づく使用状況報告書が提出されない場合 

（３）その他、マークの信頼性を損ねる行為が認められる場合。 



る場合 

 

 （台帳の整備） 

第 10 条 農林総合事務所等は届出および使用状況報告に基づいて以下の事

項について台帳を整備するものとする。 

（１）住所、氏名または名称（団体の場合はその代表者の氏名）および認定

番号 

（２）マークの使用方法、農作物名、使用予定期間、使用予定枚数および使

用枚数 

（３）名刺・ワッペン・ポスター・チラシ等の作成状況 

（４）届出書の変更内容 

 

 （その他） 

第 11条 その他必要な事項は、別途定める。 

 

（別紙２） 

〇 マークの使用例 

 

 

 

 

 （台帳の整備） 

第９条 農林総合事務所等は届出および使用状況報告に基づいて以下の事

項について台帳を整備するものとする。 

（１）整備する事項 

住所、氏名、認定番号、マークの使用方法、農作物名、使用予定期間、

使用予定枚数および使用枚数、名刺・ワッペン・ポスター・チラシ等の

作成状況、届出書の変更内容 

 

 

 

 

第 10条 その他の使用に係る事項は、別途使用要領の運用を定める。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコファーマー* 

福井県認定第 号 

エコファーマー* 

福井県 

○○○○（生産者

名） 

エコファーマー* 

福井県 △△部会 

ＵＲＬ：www～ 



〇 推進用マークの使用例 

   

 

〇 マークおよび推進用マークの使用禁止例 

 

 

〇 表示色規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

  年    月    日 

 

福井県知事  様 

住所                 

氏名                 

                       （団体の場合は、団体名および代表者名） 

                 認定番号             号 

 

福井県エコファーマーマーク使用届出書 

 

 福井県エコファーマーマーク使用要領第２条に基づき、下記のとおりマークを使用したいの

で、届け出ます。 

記 

マークの使用方法 

（○で囲んでください） 

・エコファーマー実施計画に基づき生産さ

れた農産物の販売に使用 

・エコファーマー制度の普及・推進に使用 

（農産物に添付不可） 

農作物名  

使用予定期間 年 月 日～ 年  月  日 

使用予定枚数（百枚） 百枚 

使用用途 

（○で囲んでください） 

・シールを作成 

・包装容器に印刷  ・包装箱に印刷 

備考（名刺、ﾜｯﾍﾟﾝ、ポスター、チラシ等

を作成する場合はその旨を明記） 

 

（添付資料） 

（様式第１号） 

令和  年    月    日 

 

福井県知事  様 

住所                 

氏名                 

                      （団体の場合は、団体名および代表者名） 

                 認定番号             号 

 

福井県エコファーマーマーク使用届出書 

 

 福井県エコファーマーマーク使用要領第２条に基づき、下記のとおりマークを使用したいの

で、届け出ます。 

記 

マークの使用方法 

（○で囲んでください） 

・導入計画に基づき生産された農産物の販

売に使用 

・エコファーマー制度の普及・推進に使用 

（農産物に添付不可） 

農作物名  

使用予定期間 令和 年 月 日～令和 年  月  日 

使用予定枚数（百枚） 百枚 

使用用途 

（○で囲んでください） 

・シールを作成 

・包装容器に印刷  ・包装箱に印刷 

備考（名刺、ﾜｯﾍﾟﾝ、ポスター、チラシ等

を作成する場合はその旨を明記） 

 

（添付資料） 



団体申請の場合  ・団体の構成員の氏名・住所及び認定番号の一覧 

・規約の写し 

 

※農作物が複数の場合には適宜、表を追加して記入してください。 

※使用予定枚数は１００枚単位で記入してください。 

 

（様式第２号） 

年    月    日 

 

福井県知事  様 

 

住所 

氏名 

                                （団体の場合は、団体名および代表者名） 

                       認定番号             号 

  

福井県エコファーマーマーク使用状況報告書 

 

福井県エコファーマーマーク使用要領第７条に基づき下記のとおり報告します。 

記 

マークの使用方法 

（○で囲んでください） 

・エコファーマー実施計画に基づき生産された農産物の販売

に使用 

・エコファーマー制度の普及・推進に使用 

（農産物に添付不可） 

農作物名  

団体申請の場合  ・団体の構成員の氏名・住所及び認定番号の一覧 

・規約の写し 

※氏名を本人が自筆で記入したときは、押印を省略することができます。 

※農作物が複数の場合には適宜、表を追加して記入してください。 

※使用予定枚数は１００枚単位で記入してください。 

 

（様式第２号） 

令和   年    月    日 

 

福井県知事  様 

 

住所 

氏名 

                                （団体の場合は、団体名および代表者名） 

                       認定番号             号 

  

福井県エコファーマーマーク使用状況報告書 

 

福井県エコファーマーマーク使用要領第６条に基づき下記のとおり報告します。 

記 

マークの使用方法 

（○で囲んでください） 

・導入計画に基づき生産された農産物の販売に使用 

 

・エコファーマー制度の普及・推進に使用 

（農産物に添付不可） 

農作物名  



使用枚数（百枚）              百枚 

備   考 
 

 

※農作物が複数の場合には適宜、表を追加して記入してください。 

※使用枚数は１００枚単位で記入してください。 

※備考欄には、適宜必要な事項を記入してください。（届出書の内容に変更がある場合や名刺・ワ

ッペン、ポスター、チラシ等を作成した場合（この場合、枚数は不要）） 

 

 

使用枚数（百枚）              百枚 

備   考 
 

※氏名を本人が自筆で記入したときは、押印を省略することができます。 

※農作物が複数の場合には適宜、表を追加して記入してください。 

※使用枚数は１００枚単位で記入してください。 

※備考欄には、適宜必要な事項を記入してください。（届出書の内容に変更がある場合や名刺・ワ

ッペン、ポスター、チラシ等を作成した場合（この場合、枚数は不要）） 
 

   附 則 

１ 本要領は、令和５年３月 30日から施行する。 

２ 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」附則第２条第２項の規定によりなお従前の例による

こととされる場合における本要領による改正前の「福井県エコファーマーマーク使用要領」の適用については、なお従前の例による。 

 


